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革命期フランス
パスポート展
一橋大学社会科学古典資料センターのフラン
クリン文庫に収められているフランスで発行
されたパスポートの実物を、関連する法令の
布告と併せて紹介する。



パスポート、不安の肖像

海外旅行をするとき最も煩わしく感じるもののひとつに空港のパスポート
検査を挙げるひとは少なくないだろう。以前のような手作業による判別から
パスポートの電子化によって作業が簡略化されたとはいえ、近年はテロへの
警戒から煩瑣な手続きが必要になる機会も増えており、繁忙期ともなれば、
いつ終わるともしれない行列を前にして、はたして出発時刻までに搭乗でき
るだろうかと嘆息することさえある。私の意識はすでに機上の人となり他国
へ旅立つことを夢見ているから、手に持っている小さな紙切れのせいで実際
には身動きできなくされているのがいかにも理不尽に思え、そのときパス
ポートがひどく疎遠なものに感じられる。

しかし出国ゲートを抜けたとたん、私にとってパスポートが別の意味を帯
びてくるかもしれない。私はすでにこの国を離れており、そして別の国に入
るまで私を保護してくれるはずの飛行機の中にまだ私はいない。今どこにも
属していないという感覚が私の漠とした不安を掻き立てる。休みなく動き回
りながら決して乗客とは目を合わせようとしない空港係員たちを横目に見な
がら、予告された時間を過ぎても一向に放送されない搭乗アナウンスをひた
すら待つとき、懐にしまったパスポートは、もはやそれしか私を守るものが
ないかのように実際以上の重みを私に感じさせる。そのとき私は、パスポー
トと共にあることによって、はじめて私を取り戻すのである。

今日の世界体制のもとで私が旅行者としてあるとき、このように私とパス
ポートはしばしば切っても切り離せない関係にある。私に海外旅行をする自
由があるのはパスポートをもっているからであり、パスポートがなければ私
の移動の自由はそれを必要としない範囲すなわち国内に限定されてしまうの
である。ある意味でパスポートによって私の存在が条件づけられているとも
いえる。
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もちろんパスポートをめぐる経験は、外国旅行を自由にできなかった時代と現代とで大きく違うだろうし、四方を海に囲まれて
密入国のルートがきわめて限られているような国とそうでない国とでも異なるはずである。ある説によれば、パスポートの起源は、
11世紀ごろ地中海世界で領主たちによって発行されたguidaticumと呼ばれる通行許可書に求めることができる。当時、ビザンツ帝
国、イスラム世界、カロリング朝など諸勢力がせめぎあい、それぞれの所領を領主たちが治めていたが、領主たちは一定の貢租と
引き換えに、商用旅行の便宜や戦時の敵国との交渉などのためにguidaticumを発行して、旅行中の身柄と携帯品の安全を依頼した
という。

パスポートというとわれわれは国家によって発行されるものと思いがちだが、歴史的には発行母体はさまざまだった。その地域
の教区司祭が発行することもあったし、記載内容も多種多様であった。またパスポートの発行体制は、経済的または政治的なさま
ざまな変化や、諸種の状況に応じて揺れ動くものだった。1767年の旧インド会社営業停止によってフランス船舶はインド洋におけ
る航海の自由を得たが、交易のためにはフランスが支配している港の停泊許可書としてのパスポートを取得する必要があった。パ
スポートの発行業務を担ったのは旧インド会社であった。1785年に新たなインド会社が設立され、一時的に部分的な独占が再開さ
れると、この新会社によってパスポートが発行され、旧インド会社が発行したパスポートは無効とされた。

1786年に刊行された3点の国務諮問会議裁決。(左)新インド会社が発行したパスポートを所持
している船舶がインドの港を利用できるむね通知されている[Franklin:13ｚ664]。(中)旧インド
会社が発行したパスポートを無効とすることが宣されている[Franklin:13666]。(右)綿布の交
易については新インド会社に独占されたため、同様の事業を企てた他の船舶のために発行され
たパスポートは無効とされた[Franklin:13685]。



もともとパスポートは、財産の保護や身の安全などある
種の特権を保障してくれるものだった。旅行者にパスポー
トを携帯させることは旅行者の安全を国家が保証すること
をも意味したから、現代と違って国家によって保護される
ことが市民的権利の一部であると考えられていない時代に
は、それはむしろ特権とみなされたのである。その取得に
は発行者である権力者の特別な許可が必要であり、しばし
ばなんらかの対価と引き換えだったり、発行者との面識が
必要だったりした。

パスポートが性質を大きく変えるのは、人口移動が増大
し、それに伴ってパスポートの発行数も増大して、パス
ポートを通じた人口の管理が必要になった時代であった。
パスポートの役割のひとつは文書による身元証明である。
権力者はパスポート検査を通じてその所持者がどこの出身
で、どこに向かうのかを把握した。偽造や別人へのなりす
ましは不可能ではなくありふれてさえいたが、戦時におい
ては敵と味方を判別するため、また平時においては浮浪人
や異邦人と住民との弁別や、密輸を防ぐため、パスポート
による公的な証明が求められた。このときパスポートは特
権の保障というよりも、その内容によって、さらにはそれ
を所持しているか否かに応じて人口を選別する排除の装置
として機能した。ペストや天然痘が流行した時代にはパス
ポート検査によってその所持者が感染病の流行する地域か
ら逃げてきたのではないかが調べられ、場合によっては、
流行の拡大を防ぐため、退去を命ぜられた。

もちろん地域によってパスポート制度の定着に相違が
あった。フランスでは早くも15世紀にはパスポートの祖形
が考案されており、18世紀にはすでにパスポートによる人
口の管理がある程度まで可能だった。19世紀半ばまでに
ヨーロッパの多くの国では出入国にパスポートが要求され
るようになった。これに対してイギリスでは19世紀を通じ
てパスポートは必須ではなかった。

農 奴 解 放 令 [ Bernstein-
Souvarine 60]

歴史的には国内でさえ旅行
の自由が無条件に与えられ
ていたわけではなかった。内
国旅券と呼ばれる国内旅行
用のパスポートが発行され
ていた例は多い。1861年の

農奴解放令によってロシア
の農奴たちは土地への隷属
から解放されたが、それ以後
も旅行のためには ― 国内で
あっても ― 旧領主の承諾を
得る必要があった。



フィヒテ『自然法論』1796年
[T.U.C.-F444-G]

パスポートの所持によって
世界中どこにいてもひとり
の市民として認知され、同
様の待遇を受けられるとい
う夢はドイツの哲学者フィヒ
テの心も捉えた。彼は『自
然法論』の中でこう書いて
いる。「うまく統制された警
察国家の主要目的は以下
のものである。すなわち、す
べての市民がいついかなる
場所でも…かくかくしかじか

という特定の人物として認
知されることである」。

世界的にパスポートの普及を促したのは世界大戦だった。
近代的な戦争には国民が総動員されるという特徴があり、
領土内にいる交戦国の国民は潜在的にスパイの嫌疑をかけ
られた。フランスでは1914年8月2日の政令によって、外国
人がフランス国内を移動する場合には通行許可書の携帯が
義務づけられた。さらに1914年8月5日の戒厳令発令に伴い、
国籍を問わずすべての人々が身分証明書をもたずに国内を
移動することを禁じられた。翌1915年3月4日には国籍を問
わずパスポートなしの出国が禁じられ、徴兵される可能性
のあるすべての人々は特別な許可のない限りパスポートの
発行を停止された。

パスポートの夢が花開いたのは第1次世界大戦後であっ
た。1920年には、国家の相違がおよぼす移動の自由の制限
が緩和されるよう、国際連盟によるパスポートの発行形式
の統一がはじめて提案された。しかし1926年に開かれた国
際会議でこの提案は拒否された。国ごとに発行されるとと
もに国際的に流通するという今日のパスポート管理体制が
このときまでにほぼできあがっていたと言ってよいだろう。



今日のパスポートの機能のひとつは国家と国家間システ
ムによる国際的な人口移動の掌握である。パスポートの発
行国（必ずしもその交付対象が国籍を有する国家とは限ら
ない）はそれを通じて個人の移動を跡付けられることがで
きる。さらにいえば、国家がパスポートを発行する権限を
もつとき、個人はパスポートを請求する権利をもつどころ
か、しばしばパスポート発行の拒否により移動の自由を妨
げられた。ロシア革命時に亡命した多くのロシア人はこう
して国家からパスポートを受け取る機会を失ったし、第2
次世界大戦中のアメリカ合衆国国務省は海外旅行用のパス
ポートの発行を共産党の党員に対して拒否する権限を有し
ていた。

また他の国々からすれば入国の管理が可能になっている。
法定滞在日数を超えて滞在しているすべての外国人が犯罪
者扱いされて強制退去させられるのはパスポートによる入
国管理の結果であり、そのとき退去先とはパスポートの発
行国なのである。

パスポートの機能を分析すると、私は誰？というアイデ
ンティティをめぐる問いがパスポートをめぐって実体的に
も、観念上も浮かびあがってくる。外国旅行中にパスポー
トを失った人は旅行の継続が困難になるだけではなく、そ
れ以上他国へ入国する権利を剥奪されるわけだから、現地
の大使館や領事館で再発行の手続きをしてもらったり、そ
れができないときは別の方法で国際的な身元証明をしても
らうまでは、自称国民にすぎず、旅立った元の国に戻るこ
とができるという保証さえも失ってしまう。ジョン・トー
ピーが指摘するように、「国家系による合法的な移動手段
の独占」によって、言い換えれば通行権を与える権限を国
家が独占した結果として、その人はみずからを自分で証明
する根拠を失ったのである。

国際連盟により発行
されたナンセン旅券
と呼ばれるパスポー
ト。当初は革命の勃
発によって国籍を
失ったいわゆる白系
ロシア人に対して発
行され、その後対象
が東ヨーロッパの難
民などにも拡大され
た。
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フランス革命期に国民公会で行われたパスポートと移動
の自由をめぐる議論はかなり錯綜した経過をたどった。法
令はめまぐるしく変遷し、ほとんど混乱しているといって
もよい。すなわち一方には、パスポート取得の義務付けは
圧制の象徴にほかならないとする議論があり、他方では治
安の維持のためには人口の管理が不可欠であるという議論
があったのである。言い換えれば、フランス革命期のパス
ポートをめぐる錯綜した議論の根幹にあるのは、自由に移
動する権利と祖国防衛のどちらが優先されるかというせめ
ぎあいであった。

革命が勃発すると人権宣言の趣旨に照らして移動の自由
が認められるべきであるとする意見が大勢を占めるように
なり、1791年9月14・15日の政令でパスポート制度が廃止
され、国内外を問わず自由に移動できるようになった。し
かし半年を経ず革命の激化によって方針が変わり、1792年
2月1日から3月28日にかけての政令で国内外を問わずパス
ポート所持を命じる規定が復活した。さらに同年9月20日
には、「戸籍(état civil)」制度の創設によって、教会に
よって出生簿が管理されていた従来の方法から、行政機関
における登録へと人口管理の方法が大転換した。それに
伴って、とりわけ1794年と1803年に規定された、戸籍名以
外によるパスポート申請に対する厳しい罰則によって、パ
スポート制度は市民権の歴史の中に深く根を下ろすことに
なった。

(左)1793年4月10日の国民公会の議決。友好国の大使
等にはパスポートが発行できること。パリ市が城壁通行
のために発行した通行許可書は廃止すること[Franklin
16232]。
(右)1793年5月10日の国民公会の議決。公安委員会が
パスポートへの査証を行ったり、必要に応じてパスポート
を発行することを許可すること[Franklin 16287]。



フランス南東部、イゼール県グルノーブルで1793年11月7日に
ジャン・ルイ・ジュナンの妻セラフィニー・ビグノーに発行された
パスポート。行き先は「解放された市〔＝リヨン。1793年10月に
制圧された反革命蜂起によって、革命政府から市の名前を奪
われたためこう呼ばれた〕および共和国の各県」。37歳、中背、
黒髪、黒眉、眼も黒、鼻は高く張っている、口は平均的、顎は
丸い、額は普通、顔は丸く、血色が良い、とある。上部に書か
れた標語は「国民、法、平等」。裏面には各地の当局により裏
書がされており、リヨンには共和暦2年フリメール1日〔1793年
11月21日〕に到着したことがわかる。[Franklin 18577]



フランス北部、モンフォール＝ラモリで共和暦3年フリュクティドー
ル14日〔1795年8月31日〕にジャン・シャルティエに発行されたパ
スポート。23歳、身長5ピエ5プス〔約1メートル76センチ〕、髪と眉
は栗色、額は低く、眼は灰色、鼻は大きく、口は平均的、顎は丸く、
顔は卵形。行き先はヴェルサイユとパリとある。上部には自由、平
等、博愛の標語が提示されている。[Franklin 18578]



フランス南東部のヴォクリューズ県で共和暦6年ニヴォー
ズ16日〔1798年1月5日〕にガブリエル・レモン・ジャン・フラ
ンソワ・デュウに発行された通行許可書。モンフォール在、
45歳、5ピエ4プス〔約1メートル73センチ〕、髪は灰色交じり
の栗色、眉は栗色、髭、眼も同様の色、鼻は普通、口は平
均的、額は広い、顎は丸い、顔に小さな疱瘡の痕、とある。
上部に書かれた標語は自由、平等とあり、友愛が含まれ
ていない。[Franklin 18579]



パリで共和暦12年メシドール23日〔1804年7月12日〕に発行された
国外用パスポート。マリアンヌ・ショーモン、布地商、サン=マロ出身、
パリ在、バタビア〔共和国、1795年から1806年までほぼ現在のオラ
ンダのあたる位置に存続した国家。フランスの衛星国。〕のアムステ
ルダムに商用へ行くためのもの。24歳、身長1メートル60センチ（4ピ
エ11プス）、髪と眉は明るい栗色、額は均整がとれており、眼は灰色、
鼻と口は平均的、顎は丸い、顔は卵形、とある。[Franklin 18576]



フランス南東部のヴォクリューズ県で共和暦7年プレリアル23日〔1799年
6月11日〕に発行された身分証明書「安全と所有のカード」。ジャック=フラ
ンソワ・ルルダン、50歳、身長1メートル773ミリメートル、髪と眉は灰色、
額広い、眼は灰色、鼻は大きい、口は平均的、顎は丸い、顔は卵形、と
ある。上部に書かれた標語は自由、平等のみ。[Franklin 18576]

記載方法はさまざまだが、内容はほぼ変わらない。パスポート申請者
の姓名、住所、取得目的、容姿、発行機関などが書かれている。
今日のパスポートとは違って何年ものあいだ有効というものではなく、
あらかじめ申請しておいた期間と旅程の範囲で、定められた目的のた
めに旅行するとき用いられるものであった。
それぞれのパスポートの上部にその時期に使われていた国家的標語が
記載されていることも注目に値する。フランス革命という言葉からわ
れわれがしばしば想像するのは、自由・平等・博愛（兄弟愛）という
標語であるが、実際には時期によって使われていた標語は多様であっ
た。



われわれは顔写真の貼られている今日のパスポートに慣れているから、髪の色
や顔立ちについて文字で記載しているだけの当時のパスポートがどれほど個人の
識別に役立ったのかと考えてみたくなる。実際、眼が灰色、毛髪は栗色、口は平
均的、などという一般的な表現で包摂される個体の数は数え切れないだろう。平
均的、といってもどのような口を指しているのか見る人によって幅がありすぎる。
近代的で科学的な分類方法に慣れた視線からすれば、それはあいまいでほとんど
無意味な言表とも思える。

とはいえ、そもそも顔写真があるからといって、われわれはその写真の人物に
ついて、文字による説明以上に何を知ることができるだろうか。また、今日求め
られているのが顔写真であって、全身像ではなく、身長のようにかつて要求され
ていたがもはや等閑視されている識別基準もあるとすれば、あえて顔写真だけに
こだわる必要があるだろうか。

実際、歴史的に見れば、人物の外見的特徴を言葉で説明することのほうが、なん
らかのイメージによって説明することよりも先行している。このときイメージと
言葉との関係は、われわれが思っているのとはまったく逆だったであろう。すな
わち、外見的特徴を言い表した言葉をわれわれはイメージの言語による要約であ
ると考えているが、写真による本人照合が普及する以前は、言語によってしか外
面的特徴をイメージすることができなかったのである。逆に言うと、外面的特徴
のイメージとはまずもって言語によって行われるものであった。したがって、顔
写真による身元証明が登場した当初は、写真は言語による特徴表示の図解以外の
ものではなかったはずである。

たしかに、パスポートによる身元証明の前提のひとつは、そのパスポートが指
示している対象がまさしくその所持者と同一であるということである。しかしな
がら、パスポートによる身元証明に必要な技術は、たとえば指紋の鑑定や人体測
定による容疑者の特定の際に用いられる方法のように、科学的な方法に基づく同
定の技術とわずかに似ているが、大きく異なる。どちらの方法にとっても、身体
のいくつかの要素について同一性が担保されることが同一性証明の核心にあるが、
パスポートによる身元証明においては直接の身体から出発してパスポートに記載
されている身体的特徴との同一性が問われるのに対して、容疑者特定の際に必要
なのは、ある身体的特徴をもとに収集分類された資料群から出発して、分類の細
分化により、ある特定の身体に到達することなのである。



敷衍すれば、ここで対立しているのは、カルロ・ギンズブルグが論じているよ
うな、個別性を認識の対象とする推論的学問と、数量化と現象の反復性に基づく
科学的方法なのである。すなわち、今日の自然科学が体現する科学的方法の研究
対象は一義的には一般的なものであり、個別事例についてはそこから演繹的に言
及されるにすぎない。これに対して推論的諸学問は「対象とすべき個別の事件、
状況、資料をあくまで個別のものとして扱う」のであり、臨床医学、精神分析学、
古文書学、絵画鑑定学、歴史学等々は個別性を対象とするというその性質上多少
とも推論的であらざるをえない。

もともと身元証明における身体的特徴の表示は、やがて骨相学や観相学におい
て詳細に論じられることになる易占的な知恵を応用したものであった。その方法
は熟慮を経ていないという意味で十分に推論的知とはいえなかった。19世紀後半
にパリ警視庁のアルフォンス・ベルティヨンはこの欠陥を数量化によって乗り越
えようとした。綿密な人体測定とカード分類を伴う正規化によって犯罪者たちの
身体的特徴を記録しようとしたのである。さらにベルティヨンの試みよりも遅れ
て開発されたフランシス・ゴルトンによる指紋分析では、指紋の図形的な特徴か
らほとんど疑問の余地のないほどの精度で人物を特定できることが証明されたの
であった。

指紋法が犯罪捜査のために開発されたことを思えば、身元証明のために19世紀
後半にブルジョワ階級の記録として発展を遂げた写真を用いることのほうがはる
かに抵抗が少なかったことは理解しやすい。

ところで、現代的なパスポートにとって識別の基準となっているのはもはや単
なる肉眼による観察ではない。ICチップの活用によって電子パスポート（e-パス
ポート）の普及が進められ、また顔認証の研究の進展によって電子的な照合の技
術が開発されつつあるからである。個人の特定はパスポートによって行われるが、
パスポートの発行そのものは戸籍抄本そのほかの公的な書類によって担保されて
おり、国際的に統一されたパスポート・コードを通じて世界的な管理体制が整備
されてきている。パスポートを申請し、それを受け取り、外国旅行そのほかの機
会にそれを用いるといった一連の動作を通じて、われわれはパスポート体制の作
法にみずからを従わせ、パスポート体制を生きているといえる13)。パスポートの
歴史から浮かび上がるのは、実のところ、私たちがどのような時代に生きている
かということなのである。

フランスでサンパピエ(sans-papiers)と
呼ばれる「不法滞在」者たちによる、
滞在許可書の発行を求めるデモ。非
正規移民やその子供は滞在許可書
がないためほとんどの場合市民権を
享受できない状態に置かれており、
社会問題化している。

Photo by Lalla-ali
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